
 

 

津市公告第９２号 

次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津

市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

令和７年７月２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 入札に付する事項 

⑴  件 名  

香良洲高台防災公園内自動販売機設置 

⑵  公募の概要 

香良洲高台防災公園の利用者の利便性向上及び本市の自主財源の確保を

図るため、適切に維持管理を行うことを条件に香良洲高台防災公園管理棟

内への飲料等の自動販売機（以下「自動販売機」といいます。）の設置事

業者を公募します。 

⑶  設置先、販売物及び設置期間 

設置先、販売物及び設置期間については次のとおりです。 

施設名称 
設置

台数 

屋内屋

外の別 
販売物 設置期間 

香良洲高台防災

公園 
１ 屋内 飲料等 

公園施設設置開始日から 

令和１２年３月３１日まで 

⑷  その他設置に関する事項 

香良洲高台防災公園内自動販売機設置に係る実施要領（以下「実施要領」

といいます。）で定めるとおりとします。 

２ 入札に必要な事項を示す場所及び日時 

入札の心得及びその他の入札に必要な事項（入札に係る所定の様式を含み

ます。）については、公告の日から入札の日までの間、津市ホームページへ

の登載及び津市役所本庁舎５階建設整備課窓口での資料配布により示しま

す。 

３ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時  

令和７年７月３０日（水）午後２時００分 即時開札  

⑵  場 所  

津市西丸之内２３番１号 津市役所本庁舎５階５１会議室  

４ 入札保証金等 

⑴ 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金及び契約保証金は免除とします。 

⑵ 保証人 

免除とします。 



 

 

５ 入札参加者に必要な要件 

入札参加者に必要な要件は、次のとおりとします。 

⑴ 過去３年以内に飲料等の自動販売機の設置及び維持管理の実績を有する

こと。 

⑵ 法令に基づく許認可等を要する商品を販売する場合にあっては、当該許

認可等を受けていること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各

号又は第２項各号のいずれかの規定により入札に参加できない者ではない

こと。 

⑷ 津市競争入札参加資格に係る指名停止措置を受けていないこと。 

⑸ 国税並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による都道府

県民税、市町村民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税を滞納して

いないこと。 

⑹ 過去に本市との契約条件に違反し、又は違反行為に関与したことがない

こと。 

⑺ 手形交換所により取引停止処分を受けているなど経営状態が著しく不健

全な者ではないもの。 

⑻ 次に掲げるいずれの事項にも該当しない者であること。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員

（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）、暴力団

準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これ

らに準ずる反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）と認め

られる者 

イ 経営又は運営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる者 

ウ 反社会的勢力と知りながら、これを不当に利用したと認められる者 

エ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど反社

会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者 

オ 反社会的勢力と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められる者 

 ６ 入札に参加できる者 

入札に参加できる者は、入札参加資格審査結果通知書により、入札参加者

に必要な要件を満たすことについて通知を受けた者とします。 



 

 

７ 予定価格 

設置先の予定価格は、次のとおりとします。 

施設名称 
予定価格 

（年額）（税抜） 

香良洲高台防災公園 ５，３９６円 

８ 入札の無効に関する事項 

入札が次の各号のいずれかに該当する場合、その入札は無効とします。 

⑴ 入札参加資格のない者が行った入札 

⑵ 入札書に記載した金額その他の記載内容が不明確な入札 

⑶ 入札金額を訂正した入札 

⑷ 入札書に記名押印しないで行った入札 

⑸ 封筒に記載された件名と同封された入札書の件名が異なっている入札 

⑹ 同一事項に対して２通以上行った入札 

⑺ 入札者確認票を提出しない入札代理人が行った入札 

⑻ 入札者又はその代理人が他の入札者の代理人として行った入札 

⑼ 意思表示が民法上無効とされる入札 

⑽ 予定価格に満たない入札価格で行った入札 

⑾ 入札に際して談合等の不正行為があった入札 

⑿ 前各号に掲げるもののほか、入札書の記載等、特に指定した事項に違反

して行った入札 

９ 入札方法及び決定方法 

⑴ 当日持参するもの 

ア 入札者確認票（本市が指定する様式のものに限ります。） 

入札は代理人に行わせることができますが、入札者確認票に記載のな

い代理人が行った場合は無効となります。 

イ 入札書（本市が指定する様式のものに限ります。） 

あらかじめ記入・押印及び封入の上、持参ください。 

⑵ 入札書の投函 

入札参加者は、入札書に必要な事項を記入し、記名・押印の上、封入し、 

入札箱に投函することとします。なお、入札書の投函は１回とし、再度の

投函はできません。 

⑶ 入札金額の表示 



 

 

入札書に記載する金額（入札金額）は、賃料の年額を記入することとし

ます。 

なお、入札書に記載する入札価格には、消費税及び地方消費税の額を含

めないものとします。 

⑷ 入札書の書換え等の禁止 

入札参加者は、入札箱に投函後の入札書の金額の書換え、引換え又は撤

回をすることはできません。 

⑸ 開札 

開札は、入札書の投函締切り後、直ちに行います。締切りまでに入札書

の投函をしなかった場合は棄権とみなします。 

⑹ 入札の中止 

不正な入札が行われる恐れがあると認められるとき又は災害その他やむ

を得ない理由があるときは、入札を中止又は入札日を延期することがあり

ます。 

⑺ 設置事業者の決定 

落札者は、有効な入札による入札金額のうち最高の価格（以下「最高入

札金額」といいます。）をもって入札を行った１者とします。 

⑻ くじによる設置事業者の決定 

最高入札金額で入札をした者が２者以上あるときは、直ちにくじにより

設置事業者を決定します。ただし、入札参加者のうち、くじを引かない者

がある場合は、失格とします。 

⑼ 入札結果の公表 

入札結果について、公表する場合があります。 

⑽ その他入札に係る事項 

別紙津市条件付一般競争入札参加者心得で定めるとおりとします。 

10 公園施設設置（管理）許可 

落札者は、落札後、都市公園法第５条に基づき、公園管理者へ公園施設設

置（管理）許可申請を行い、自動販売機の設置前に許可を得てください。令

和７年度の使用料は、設置開始日から起算し、日割計算（年３６５日）によ

って算定した額（１円未満切捨て）とします。 

なお、公園施設設置（管理）許可申請の手続に係る費用については設置事

業者の負担とします。 

11 入札参加に係る手続 



 

 

入札に参加しようとする者は、参加申込期間内に津市条件付一般競争入札 

参加申込書（本市が指定する様式のものに限ります。以下「入札参加申込書」 

といいます。）及び添付書類を提出してください。 

⑴  参加申込期間 

令和７年７月１７日（木）から同月２５日（金）まで（いずれの日も開

庁日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に限ります。） 

⑵  添付書類 

入札参加申込書には、次に掲げる書類を添付して１部提出してくださ

い。 

  ア 名簿登録済の場合 

入札参加者が、津市指名競争入札参加資格者名簿に登録されている場

合は、次に掲げる書類を提出してください。 

 書類名 備考 

１ 誓約書 指定様式あり 

２ 実績報告書 指定様式あり 

３ 設置する自動販売機及び空き缶等の回収ボックス

が実施要領に適合するか確認できる書類 

寸法及び仕様を

記載したカタロ

グなど 

４ 飲料又は食品の販売にあたって法令に基づく許認

可等を要する場合にあっては、当該許認可等を証

する書類 

 

  イ 名簿未登録の場合 

入札参加者が、津市指名競争入札参加資格者名簿に登録されていない

場合は、１から４までの書類に加え、次に掲げる書類を提出してくださ

い。 

 法人の場合 個人の場合 備考 

５ 印鑑証明書 印鑑登録証明書 発行後３ヶ月以

内のものに限る

（コピー不可） 
６ 商業登記簿謄本 住民票、営業届証明書

及び身分証明書（市町

村が発行するものに限

る。） 

７ 法人税、消費税及び地方

消費税について未納がな

申告所得税、復興特別

所得税、消費税及び地



 

 

いことの証明書 方消費税について未納

がないことの証明書 

８ 市町村税について未納がないことの証明書（完納

証明書） 

９ 事業者の概要が確認できる書類（事業概要、設立

年月日、資本金、従業員数等） 

事業に関する主

要事項を記載し

たパンフレット

など 

⑶  提出方法 

津市役所本庁舎５階建設整備課窓口に直接持参することとします。 

12 実施要領に係る質問及び質問に対する回答 

⑴  質問方法 

実施要領に関する質問書（本市が指定する様式のものに限ります。）を

津市役所本庁舎５階建設整備課窓口に提出する又はＦＡＸにより提出する

こととします。 

⑵  提出期限 

令和７年７月４日（金）から同月１１日（金）１７時まで 

⑶ 回答方法 

質問に対する回答については、令和７年７月１６日（水）から入札の日

までの間、回答内容を津市ホームページで公開すること及び津市役所本庁

舎５階建設整備課窓口において回答書を配布することにより行います。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

建設部建設整備課 

公園整備担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１８４ 

ＦＡＸ  ０５９－２２９－３３４５ 


